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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　粉末床（１４）で部品（１６）を製造する粉末床式付加製造の過程を監視する方法であ
って、
　イメージセンサ（３１）を使用し、少なくとも１つの光源（３４）によって斜め上方の
少なくとも１つの方向から前記粉末床（１４）の表面（２１）を照明すると共に、光学ユ
ニット（３２）を用いて前記イメージセンサ（３１）で前記粉末床（１４）の表面（２１
）を撮像し、
　前記イメージセンサ（３１）により得た画像を評価して前記粉末床（１４）の表面（２
１）を監視する、ことを含み、
　前記粉末床（１４）を滑らかにするためのドクターブレード（１９）の移動方向（２５
）に対する前記イメージセンサ（３１）の画素アレイのアライメントを、前記光学ユニッ
ト（３２）の光軸を中心として３０°～６０°の角度だけ回転させてある、方法。
【請求項２】
　前記イメージセンサ（３１）を前記粉末床に対し垂直方向の上方に配置し、前記光学ユ
ニット（３２）の光軸を前記粉末床（１４）の表面（２１）と直交させる、請求項１に記
載の方法。
【請求項３】
　前記イメージセンサ（３１）の解像度は、使用する粉末の少なくとも１０個の粒子が、
該イメージセンサ（３１）により得られる粉末床の画像の１画素で描写されるように選択
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される、請求項１又は２に記載の方法。
【請求項４】
　前記光源（３４）は、前記粉末床（１４）の表面（２１）に直交する視点方向で見た照
明方向（３５）が、前記粉末床（１４）を滑らかにするためのドクターブレード（１９）
の移動方向（２５）から外れるように配置してある、請求項１～３のいずれか１項に記載
の方法。
【請求項５】
　前記光源（３４）の前記照明方向（３５）が、前記ドクターブレード（１９）の移動方
向（２５）に対して８０°～１００°の角度である、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　多数の前記光源（３４）によって、前記粉末床（１４）の表面（２１）に直交する視点
方向で見て互いに異なる多数の照明方向（３５）から照明を行う、請求項１～５のいずれ
か１項に記載の方法。
【請求項７】
　１つ又は多数の前記光源（３４，３４ａ，３４ｂ，３４ｃ，３４ｄ，３４ｅ，３４ｆ，
３４ｇ）が、加熱された前記粉末床（１４）及び現在製造されている前記部品（１６）の
熱放射の波長スペクトルとは異なる波長スペクトルの光を放射する、請求項１～６のいず
れか１項に記載の方法。
【請求項８】
　前記１つの光源（３４）が単色光を放射するか、又は、前記多数の光源（３４ａ，３４
ｂ，３４ｃ，３４ｄ，３４ｅ，３４ｆ，３４ｇ）がそれぞれ異なる波長の単色光を放射す
る、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記イメージセンサ（３１）が、加熱された前記粉末床（１４）及び現在製造されてい
る前記部品（１６）の熱放射のスペクトルに対して鈍感であるか、又は、
　前記光学ユニット（３２）に、加熱された前記粉末床（１４）及び現在製造されている
前記部品（１６）の熱放射のスペクトルに対するフィルタ（３８）を提供してある、請求
項７又は８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記粉末床（１４）の表面（２１）を前記少なくとも１の光源（３４）で照明する前に
、当該粉末床（１４）の表面（２１）を、前記光学ユニット（３２）を使用して前記イメ
ージセンサ（３１）で撮像し、
　この後に、前記少なくとも１の光源（３４）によって斜め上方の少なくとも１つの方向
から前記粉末床（１４）の表面（２１）を照明し、当該粉末床（１４）の表面（２１）を
、前記光学ユニット（３２）を使用して前記イメージセンサ（３１）で撮像し、
　そして、評価に際し、照明してない前記表面（２１）の画像を照明してある前記表面（
２１）の画像から差し引く、請求項７又は８に記載の方法。
【請求項１１】
　溝（３６）が前記粉末床（１４）において認識された場合に製造を中断するべく、溝（
３６）の存在に関して前記粉末床（１４）を検査するために実行される、請求項１～１０
のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１２】
　現在製造されている前記部品（１６）の層がある前記粉末床（１４）の領域に、認識さ
れた溝（３６）がある場合だけ製造を中断する、請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　現在製造されている前記部品（１６）の表面の凹凸も検査するために実行される、請求
項１～１２のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１４】
　部品の粉末床式付加製造を行うシステムであって、
　処理室（１２）に配置された、粉末床（１４）用の容器装置（１３）と、



(3) JP 6706664 B2 2020.6.10

10

20

30

40

50

　前記容器装置（１３）に向けられたイメージセンサ（３１）及び光学ユニット（３２）
を含む光学監視ユニット（３０）と、
　前記処理室（１２）の前記容器装置（１３）に対し斜め上方に配置され、前記容器装置
（１３）を直接照明するために使用される、少なくとも１つの光源（３４）とを備え、
　請求項１～１３のいずれか１項に記載の方法を実行する、システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　部品の粉末床式付加製造過程を監視する方法及び当該方法に適したシステム。
　本発明は、粉末床で部品を製造する粉末床式付加製造の過程を監視する方法に関する。
さらに、本発明は、処理室内に配置される粉末床用容器装置を備えた粉末床式付加製造シ
ステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　部品を製造するための付加製造法が一般に知られている。粉末床を利用した付加製造法
もこれらに含まれる。この方法の場合、部品は、粉末床から１層ずつ製造されていく。各
層において一定の厚さの粉末層が粉末床において塗布され、そして、この粉末が、エネル
ギー源を用いて溶融又は焼結されて、製造される部品の層が粉末床中に造り出される。好
ましくはエネルギー源は、このためのレーザビーム又は電子ビームを発生する。例えば、
レーザを利用する方法として、選択的レーザ溶融（ＳＬＭ）と選択的レーザ焼結（ＳＬＳ
）が挙げられる。電子ビームを利用する方法として電子ビーム溶融（ＥＢＭ）が挙げられ
る。
【０００３】
　粉末床の層は、ドクター処理することが好ましい。すなわち、ドクターブレードの刃を
粉末床の表面にあててドクターブレードを引き摺ることにより、表面を滑らかにして規定
の水準面を設定する。このドクター処理において、大きい粉末塊が線欠陥を発生させるこ
とがある。線欠陥は、粉末床の表面に溝として形成される。また、この塊は粉末床内に残
る可能性があり、残った場合、粉末床の表面よりも隆起したり、粉末床の表面においてそ
の周りにクレータを作ることがある。粉末床内の塊は、例えば粉末層の溶融中に、溶融し
た粉末粒子の飛沫がレーザビームから粉末床中に飛ばされることで生じる。
【０００４】
　上述の欠陥、特に線欠陥は、レーザ又は電子ビームによる部品の製造段階で生じ、部品
の形成層内の欠陥となる可能性があり、生じた欠陥は、製造の後続過程でも補償できなく
なり、結果的に、製造した部品を廃棄することになる。特に部品が完成に近い場合、コス
ト高を招く。
【０００５】
　通常、表面の監視には光学的方法が使用されるが、この方法は、粉末床に散光面がある
ために、形成した粉末床の検査に関して信頼性が低い。また、セラミック遮熱板を検査す
る光学的方法（特許文献１に開示）も、よく知られている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】欧州特許出願公開：ＥＰ２００６８０４Ａ１
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明の目的は、粉末床式付加製造の過程を監視する方法を提案することにある。この
方法を使用することで、粉末床表面の欠陥を確実に認識できるようにする。さらに、本発
明の目的は、粉末床式付加製造で部品を製造するシステムを提案することにある。このシ
ステムを使用することで、粉末床表面の監視を確実に実行できるようにする。
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【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記の目的は、本発明によれば、イメージセンサを使用する冒頭に示した方法によって
達成される。この方法によると、少なくとも１つの光源によって斜め上方の少なくとも１
つの方向から粉末床の表面を照明し、当該粉末床の表面を、光学ユニットを使用して撮像
する。イメージセンサを使用して当該表面のデジタル画像を生成すると、光源が粉末床の
表面を斜め上方から照明しているので、付影処理（shadowing）によって表面の欠陥をは
っきりと認識できる。このために、粉末床の表面に対する照明光の角度は９０°ではない
。照明傾斜角度は、４５°未満が好適であり、より好ましくは３０°未満が適している。
【０００９】
　撮像した画像は、上述の特許文献１に詳述されているような、いわゆるシェイプフロム
シェーディング法（shape from shading）による評価を可能にする利点をもつ。この方法
はアルゴリズムの一例であり、この方法を使用して、イメージセンサで撮像した画像を評
価し、粉末床の表面を監視することができる。評価結果は、製造を進める中で、製造を中
断して品質保証対策を開始するかどうかの決定基準を設定する目的に使用され得る。例え
ば、ドクター処理を繰り返すことによって、粉末床の不完全面を改善することができる。
例えば、ドクター処理によって塊を粉末床の縁に移動させることができれば、この塊は、
この後には粉末床の表面に影響しない。粉末床の表面において塊による汚染が過度に大き
くなった場合は、例えば、当該粉末床を粉末の容器装置から完全に又は部分的に除去する
ことができ、汚染されていない粉末を使って粉末床を再構成することが可能である。いず
れの場合でも、粉末床において無傷の表面を製造できれば、製造される部品の品質が後続
の製造段階で損なわれることはない。したがって、粉末床の低品質表面に起因した部品の
廃棄をほぼ回避できる利点がある。本発明の方法はきわめて信頼性が高く、少なくとも粉
末床の表面の欠陥（そのサイズで、製造される部品の品質を損なう）を、確実に認識する
ことができる。粉末床の表面のもっと小さい欠陥（本発明の監視方法によって認識されな
いような）は、おおよそ重要ではなく、部品の品質に影響を及ぼすことはない。
【００１０】
　本発明の有利な一態様によれば、イメージセンサは、粉末床に対し垂直方向の上方に配
置し、光学ユニットの光軸を、粉末床の表面と直交させる。この態様は、表面の画像を、
ほぼひずみなしに、画像面全体にわたって高解像度で、生成できるという利点をもち、欠
陥の認識に有利に働く。
【００１１】
　本発明の別の態様によれば、イメージセンサの解像度は、使用される粉末の複数の粒子
、好ましくは１０個、より好ましくは５０個の粒子が、生成画像の１画素で描写されるよ
うに選択される。粉末中に生じる粒子サイズが１０～５０μｍの幅をもつ粉末が通例使用
される（この場合は、粒子サイズの質量加重平均値は２０～３０μｍである）。換言する
と、本発明の方法を実行するにあたり、解像度は、イメージセンサで撮像される平均粒子
サイズより十分に低くとどめることができるので、比較的コスト効率の良いイメージセン
サを使用できる利点がある。これは、粉末床の表面欠陥が粒子より大きいはずであるから
である。このようにしてイメージセンサの解像度が選択される場合、当該方法において、
無傷の粉末床表面のテクスチャ（質感）を表面の欠陥として誤認する可能性がないので、
さらに有利である。すなわち、イメージセンサの解像度を適正に選択してあれば、粉末床
のテクスチャを傷として誤検出することをなくす対策は、画像処理に必要ない。
【００１２】
　本発明の別の態様によれば、粉末床を滑らかにするためのドクターブレードの移動方向
に対するイメージセンサの画素アレイのアライメント（整列方向）は、３０°～６０°の
角度だけ、光学ユニットの光学軸を中心として回転させる。粉末床の表面上を移動するド
クターブレードの移動方向が前述した溝の発生要因なので、その傷は、通常、ドクターブ
レードの移動方向に整合する。画素アレイが、この溝のアライメント（発生方向）に対し
て回転させてあれば、溝がイメージセンサの画素に捕捉される確率が高くなって有利であ
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り、溝によって光学的に生成され得る細い線をより容易に認識できる。イメージセンサの
回転角度は４５°を選択すると殊に好ましい。
【００１３】
　本発明の別の態様によれば、粉末床を滑らかにするためのドクターブレードの移動方向
から照明方向が外れるように、光源が配置される。ここで言う照明方向は、粉末床の表面
に直交する視点方向において、換言すると、粉末床表面の垂直投影で測定できる照明の方
向成分において、という意味である。ドクターブレードの移動方向から光源の照明方向を
外してあると、発生した後にドクターブレードの移動方向に沿って拡張する溝に関して、
その影がイメージセンサでより明確に出ることから、強い付影処理によって容易に検出で
きる。光源の照明方向は、ドクターブレードの移動方向に対して好ましくは８０°～１０
０°の角度に合わせ、特に９０°の角度を選択するとよい。これにより、前記効果から付
影処理が最大化され、有利である。
【００１４】
　本発明の別の態様によれば、多数の光源によって多数の照明方向から照明が行われる。
これら多数の照明方向は、粉末床の表面に直交する視点方向で見て互いに異なる。即ち、
各光源が欠陥の異なる影を生み出す。例えば、光源は順番に点灯することができ、この場
合は様々な影を個々に評価でき、第２の段階で、このようにして得られた情報の要素を組
み合わせることができ、生成された情報要素の共通評価によって、粉末床表面の欠陥の認
識の信頼性を向上させられ、有利である。
【００１５】
　本発明の別の態様によれば、１つの光源又は多数の光源は、加熱された粉末床及び現在
製造されている部品の熱放射の波長スペクトルとは異なる波長スペクトルの光を放射する
。この態様によると、粉末床内の熱状態によって熱の反射が強い過程であっても、部品及
び粉末床の温度放射によって光が強められることがないので、欠陥の付影処理を確実に認
識できる。
【００１６】
　詳細には、光源が単色光を放射する、あるいは、多数の光源がそれぞれ異なる波長の単
色光を放射する構成が可能である。これらの波長は、既に述べたように、熱放射のスペク
トルの外にある。熱放射は最大１５００℃の黒体放射の波長を含んでおり、したがって溶
融粉末の光は検査光と確実に区別できる。
【００１７】
　本発明の別の態様では、イメージセンサが、加熱された粉末床及び現在製造されている
部品の熱放射のスペクトルに鈍感である。この対策により、イメージセンサによって検出
される熱放射の光を少しでも回避できる。別の態様において、加熱された粉末床及び現在
製造されている部品の熱放射のスペクトルに対するフィルタが、光学ユニットに提供され
る。すなわち、フィルタによって熱放射をフィルタリングし、測定光だけをイメージセン
サに到達させる。
【００１８】
　代替又は追加として、粉末床の熱放射の成分をなくすために、光源による照明の無い状
態でイメージセンサを使用して加熱粉末床を記録することができる。この態様では、粉末
床の表面を少なくとも１つの光源で照明する前に、当該粉末床の表面を、光学ユニットを
使用してイメージセンサで撮像する。この後に、少なくとも１つの光源によって斜め上方
の少なくとも１つの方向から粉末床の表面を照明し、当該粉末床の表面を、光学ユニット
を使用してイメージセンサで再度撮像する。そして、両方の撮像結果から画像を生成し、
評価に際し、照明してない表面の画像を照明してある表面の画像から差し引く。この後、
画像は、粉末床の表面にあり得る欠陥の付影処理を判定するべく、光源の照明成分を保有
し続ける。
【００１９】
　本発明の特定の態様によれば、画像の評価において、現在製造されている部品の層があ
る粉末床の領域に、認識された溝があるか否かを検討することもできる。もしあれば、部
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品の製造結果が損なわれるだけなので、製造を中断するのみである。溝が、現在の層にお
いて粉末の溶融が無い区域にある場合、その後のドクターブレードを使用する粉末の塗布
段階で、表面の乱れが補償されるどうか、又は、表面の乱れが、部品の製造が損なわれる
粉末床の部分に移ったか否かを検査できる。レーザビームで溶融すべき粉末床の領域は、
当然分かっているはずなので、部品の製造過程の制御を評価することによって容易に確認
できる。
【００２０】
　本発明の特定の態様によれば、現在製造されている部品の表面の凹凸も調べられる。こ
の態様において、粉末床に使用したアルゴリズムと同じアルゴリズムを適用できる。ただ
し、粉末の新しい層の塗布前に実行される別の光学検査段階が必要である。この監視の段
階を使用することで、部品層の現在製造されている表面の予期せぬ傷を確認することが可
能となり、確認された傷が部品の破棄の原因になるかどうかを決定することができ、普通
は最終段階でのみ破棄としてはじかれるはずの部品にかかる余計な製造支出を節約できる
。
【００２１】
　本発明の目的は、イメージセンサを備える冒頭に示したシステムによっても達成され、
当該センサを使用して上記の方法が実行される。さらに、上記の方法を実行するべく光源
が設けられる。本発明によるシステムの動作に関連した利点は、上述の通りである。
【００２２】
　本発明のさらなる詳細を、図面に基づいて以下に説明する。図面において同一又は対応
する要素にはそれぞれ同じ符号を付してあり、個々の図の間で違いが生じる場合だけ重ね
て説明する。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明に係るシステムの実施形態を例示した概略断面図。
【図２】本発明に係る方法を実行中の実施形態を例示した図。
【図３】異なる照明方向を備えた図２に係る方法を実行するときの粉末床の表面の平面図
。
【図４】異なる照明方向を備えた図２に係る方法を実行するときの粉末床の表面の平面図
。
【図５】図２に係る方法における評価で確認された画像を概略的に示した図。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　図１は、選択的レーザ溶融システム１１を示す。このシステムは、処理室１２を備え、
処理室１２の中に粉末床１４のための容器装置１３が設けられる。容器装置１３は、構築
プラットホーム１５を備え、この構築プラットフォーム１５上で部品１６を製造する。構
築プラットフォーム１５は、シリンダ１７によって下降させることができ、容器装置１３
の側壁１８が粉末床１４の側面の保持を確保する。
【００２５】
　粉末床１４は、ドクターブレード１９によって１層ずつ滑らかにされ、このドクターブ
レード１９は、最初に粉末貯蔵部２０の上でガイドされ、次に粉末床の表面２１の上でガ
イドされる。構築プラットフォーム１５が１段ずつ下降するので、粉末床１４の新しい層
をドクターブレード１９によって形成していくことができ、ドクターブレード１９は、ガ
イドレール２２に沿って移動する。ドクターブレード１９が粉末貯蔵部２０から粉末を運
ぶことができるように、本例の場合、底板２３がシリンダ２４によって上下方向に変位可
能に設けられる。本例のガイドレール２２は、ドクターブレード１９の移動方向２５を決
定する。
【００２６】
　処理室１２の壁に窓２６が設けられ、この窓２６をレーザビーム２７が通過できる。レ
ーザビーム２７は、処理室１２の外部に配置されたレーザ２８によって発生される。レー
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ザビーム２７は、偏向ミラー２９によって粉末床の表面２１において移動させられ、これ
により、部品１６が１層ずつ製造される表面２１の領域が溶融する。
【００２７】
　処理室１２の外部に監視ユニット３０が設けられており、この監視ユニット３０は、イ
メージセンサ３１と光学ユニット３２とを含む。監視ユニット３０は、粉末床の表面２１
の上方において、光学ユニット３２の光軸３３が表面２１に対して正確に直交するように
配置される。イメージセンサ３１によって、表面２１を撮像した画像を記録できるように
するため、光源３４（例えば、ＬＥＤヘッドライトの形態）が処理室１２に配置され、こ
の光源３４が粉末床１４の表面２１を照明する。
【００２８】
　粉末床の表面２１を監視する方法について、図２に基づき詳しく説明する。様々な照明
方法を説明するために、図２には、多数の光源３４ａ～３４ｇを示してある。図１に係る
システムにおいてこれらの光源を全て同時に収容する必要はないが、複数の光源を収容す
ると、監視方法実行中に照明を変化させることが可能になる。例えば、光源３４ａ，３４
ｅ，３４ｆ，３４ｇを使用すれば、互いに直角をなす４つの照明方向３５から表面２１を
照明することを可能にできる。このようにすれば、具体的に例えば、溝の形以外にも、ク
レータや粉末塊の形となった表面２１の傷を確認できる。この他に、ドクターブレード１
９の移動方向２５に対して側方から粉末床の表面２１を照明する光源３４ｂ，３４ｃ，３
４ｄがある。本例の光源３４ｃは、移動方向２５に対して９０°の照明方向をもち、この
角度は、上から見た方向、つまり光軸３３の方向で見た角度である。この角度は、図２中
、表面２１において角度αとして示されている。また、図２において傾斜角βを見ること
もでき、この角度βは、斜め上方から行われる照明の傾斜角度を示し、光源３４ｃの照明
方向３５に対して示されている。光源３４ｄ及び光源３４ｂを例にすると、角度αはそれ
ぞれ１０５°と７５°になる。光源３４ｂ，３４ｄ（及び場合によっては光源３４ｃも）
による交互の照明によって、表面２１の傷の付影処理を変化させることができ、こうして
撮像された画像の重ね合せによって傷の認識の信頼性を高めることができる。光源３４ａ
～３４ｇを順次に点灯する代わりに、これらの光源又はこれら光源の少なくとも幾つかが
、異なる波長の単色光を放射し、同時に点灯するようにしてもよい。これらの光がイメー
ジセンサ３１に同時に入射したとしても、波長が異なるので、イメージセンサ３１の信号
を互いに別個に検査できる。
【００２９】
　図２に示してあるとおり、イメージセンサ３１は、そのアライメントが、粉末床の表面
２１に対し、光軸３３を中心して正確に４５°回転させてある。図５に関して後述するよ
うに、このアライメントで傷の検出をさらに改善することができる。
【００３０】
　光源３４ａ～３４ｇによる照明によって表面２１から出る光信号を、熱放射とは別に評
価できるようにするために、これも光軸３３に位置するフィルタ３８が提供される。フィ
ルタ３８により、熱放射のスペクトル（製造中に発生する熱で目立つことがあり、そして
、光源３４ａ～３４ｇの照明による測定信号よりも強いことがある）を、測定の際に考慮
しないでおくことができる。これにより、測定信号をより確実に評価できる。
【００３１】
　図３と図４は、粉末床の表面２１が光源３４ｂ，３４ｄによって異なる照明方向３５か
ら照明されている様子を示す。
【００３２】
　図３と図４には、粉末塊がドクターブレード１９（図２を参照）によって粉末床１４に
引き込まれるときに発生し得る溝３６が示されている。また、粉末塊が粉末床１４から取
り出されるとき生じ得るクレータ３７も示されている。これは、例えば、表面２１の点状
欠陥を表わす。さらに、やはり点状欠陥である、粉末床の表面２１から突出した粉末塊３
８も示されている。現在製造されている部品１６の輪郭も表してあり、この輪郭は、実際
には、粉末床１４の新しい層を形成する際に部品１６がこの新しい層によって覆われてし
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【００３３】
　図３と図４における陰影は、照明された面の明るさを示すものである。粉末床１４は、
拡散分布した光強度において表面２１として現れ、より密な陰影が、クレータ３７、溝３
６及び粉末塊３８の付影処理を示す。対照的に、これら欠陥以外の領域はほぼ垂直に照明
されるので、陰影なしで現われる。図３と図４を互いに比較すると、照明方向３５が異な
るので付影処理が異なり、様々な傷の三次元拡張判断に役立つことが分かる。
【００３４】
　図５は、図２に係るイメージセンサ３１を使って記録された画像からどのように評価を
行えるかを示し、この評価は、例えばディスプレイをもつ出力装置に表示され得る。欠陥
３６'，３７'，３８'を見ることができ、また、イメージセンサ３１の各画素も示されて
いる。これらの欠陥３６'，３７'，３８'は、効果を説明するために、例として図５に誇
張して示してある。イメージセンサ３１が、図２に関して説明したとおり、粉末床の表面
２１に対して４５°回転しているので、例えば付影処理及び直接照明のいずれか又は両方
によって、より多くの画素が溝３６によって占有され、これにより、イメージセンサ３１
は、傷内の領域の照明と付影処理に対してより敏感に反応する。
【００３５】
　図５では、部品１６の輪郭がオーバーレイ表示されいてる。この輪郭は、当該製造過程
で利用可能な部品データ（ＣＡＤモデル）から計算可能である。これから進めて、粉末塊
３８（図５で３８'）が部品製造結果を損なうサイズを有するか否かを決定することがで
き、その結果、ドクターブレード１９を使用して表面２１を滑らかにすることを新しく試
みることができる。さらに、図５に係る結果の評価から、溝３６とクレータ３７が部品１
６の外側にあることが明らかになり、これは、それらの描写３６'，３７'の判定によって
直ちに明らかになる。 
【符号の説明】
【００３６】
１２　処理室
１３　容器装置
１４　粉末床
１６　部品
１９　ドクターブレード
２１　表面（粉末床の）
３０　光学監視ユニット
３１　イメージセンサ
３２　光学ユニット
３４　光源
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